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第 34 期決算公告 

平成 24 年 12 月６日 

 

福岡県福岡市博多区上呉服町 12－33 

株式会社リサーチアンドソリューション 

代表取締役社長 森田 信彦 

 

貸 借 対 照 表 

（平成 24 年９月 30 日現在） 

（単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科目 金額 科目 金額 

流 動 資 産 364,202 流 動 負 債 351,059

 現金及び預金 56,869  業務未払金 5,614

 完成業務未収入金 245,118  短期借入金 155,000

 仕掛品 7,425  未払消費税等 13,118

 前払費用 16,755  未払金 29,228

 繰延税金資産 23,998  未払費用 27,412

 未収入金 5,038  預り金 6,614

 未収法人税等 7,600  未成業務受入金 76,936

 貸倒引当金 △2,250  賞与引当金 36,783

 その他 3,648  その他 352

    

固 定 資 産 247,781 固 定 負 債      41,433

 有 形 固 定 資 産 190,029  退職給付引当金 38,465

 建物 69,219  役員退職給付引当金 641

 器具備品 2,383  リース債務 2,327

 土地 116,208   

 リース資産 2,216    

   負 債 合 計 392,493

   純 資 産 の 部 

 無 形 固 定 資 産 24,547 株 主 資 本 219,786

 ソフトウェア 23,394 資本金 10,000

 電話加入権 1,152 資本準備金 10,000

   利益剰余金 199,786

  利益準備金 1,147

 投資有価証券 845  その他利益剰余金 198,639

 差入保証金 11,807  繰越利益剰余金 198,639

 繰延税金資産 17,673   

 破産更正債権 5,759 評価・換算差額等 △295

   貸倒引当金 △5,759  その他有価証券評価差 △295

 その他 2,879  純 資 産 合 計 219,491

資 産 合 計 611,984 負債純資産 合計   611,984

 

・付記事項 

当期純利益金額 13,849 千円 
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個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

 (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法 

主として総平均法による原価法（貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）･････定率法 

ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 15～50 年

機械及び装置 15 年

車両運搬具 6 年

器具備品 3～15 年

(2) 無形固定資産･････定額法 

   なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

  (3) リース資産 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20 年９月 30 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し

ております。 
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(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。 

(4) 役員退職給付引当金 

役員の退職給付金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

 収益の計上基準 

原則として完成基準を採用しておりますが、工期が３ヶ月を超え、かつ受注金額が

100 万円以上の業務については、工事進行基準を採用しております。 

 

５．消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 

６．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 


